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身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改

正する法律の制定に際し、下記のとおり確認する。 

 

記 

 

これらの法律に規定する「事業主」には、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力

及び安全保障条約」に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊及び「日本国とアメリ

カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国

における合衆国軍隊の地位に関する協定」第 15 条第１項（a）に規定する諸機関は含ま

れないものとして取扱うこととする。 

 


